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ホーン＆ヤール重症度分類3度以上生活機能障害度かつ2
度以上の中等症・重症の患者さん、または、高額な医療費
を継続する必要がある（月ごとの医療費総額が33,330円
を超える月が年間3回以上）患者さんが対象となります。

受診・診療
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※この冊子で掲載されている内容は、2025年2月現在の情報をもとに作成しています。
　サービスの内容や自己負担額などは変更されることがあります。
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（1）診断書・意見書、（2）申請書、（3）写真（4×3センチ）、（4）印鑑が必要
となります。

申請書送付

診断は、行政指定の医師によって行われます。その診断を行政の
社会福祉事務所が審査をして、障害の程度により1～6級（1級が
最も障害の程度が重い）までの等級を決め、手帳が交付されます。
受けられるサービスは、等級によって異なります。状態が悪化し
た時には、改めて手続きをして再交付を受けることができます。

受診、診断書・意見書の記載依頼



（1）診断書・意見書、（2）申請書、（3）写真（4×3センチ）、（4）印鑑が必要
となります。

申請書送付

診断は、行政指定の医師によって行われます。その診断を行政の
社会福祉事務所が審査をして、障害の程度により1～6級（1級が
最も障害の程度が重い）までの等級を決め、手帳が交付されます。
受けられるサービスは、等級によって異なります。状態が悪化し
た時には、改めて手続きをして再交付を受けることができます。

受診、診断書・意見書の記載依頼



障害のある人々の地域生活と就労を促進し、従来、障害種別（身
体・知的・精神）ごとに個別に提供されていた福祉サービスなど
を共通の制度のもとで一元的に提供するしくみです。

施設入所支援
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